
豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は，株式会社日本政策金融公庫国民生活事業の融資制度による融資を受

けた者に対し，予算の範囲内で市が利子の一部を補給すること（以下「利子補給」とい

う。）により，その負担を軽減することを目的とし，その交付については，豊中市補助

金等交付規則（昭和５７年豊中市規則第１５号。以下「規則」 という）及びこの要綱

の定めによるところとする。 

（利子補給申込対象者） 

第２条 この要綱による利子補給を申込むことのできる者は，第５条の規定による登録の

決定を受けた者とする。 

（利子補給登録申込み対象者） 

第３条 利子補給の対象となる融資（以下「利子補給対象融資」という。）を登録の申込を

することができる者は，次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただ

し，宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする者又は風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する営業を行う者は

除く。 

(1) 次項に掲げる融資を借り受けた者であること。 

(2) 利子補給登録申込時に，豊中市内に事業所を設置し，事業を開始していること（利子

補給登録申込時に豊中市内に事業所を設置しようとし，事業を開始しようとする場合も

含む。）。 

(3) 豊中市税を完納していること。ただし，非課税若しくは免除の場合又は融資実行時に

おいて豊中市の課税対象者でない場合にあっては，この限りでない。 

（ 4）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。），暴力団員（同条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団密接関係者（豊中市暴力団排除条例（平成２

５年豊中市条例第２５号）第２条第３号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同

じ。）でないこと。  

２  利子補給対象融資は，株式会社日本政策金融公庫国民生活事業の融資制度による一般

貸付（普通貸付），新企業育成貸付又は企業活力強化貸付であって，かつ，その使途が

市内の事業所の運転資金（市外の事業所への移転資金を除く。）又は設備資金であるも

のとする。 



（利子補給の登録申込み） 

第４条 この要綱により，利子補給金の交付を受けようとする者（以下「申込者」という。）

は，次の各号に掲げる書類を市長に提出することにより登録の申込みをしなければなら

ない。ただし，市において前条第１項第３号に規定する要件を確認することができる場

合は，本条第１項第３号に規定する書類の提出を省略することができる。 

(1) 豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金登録申込書（第１号様式） 

(2) 利子補給対象融資の実行を確認できる書類 

(3) 豊中市税の完納を証する書類 

(4) 豊中市内に事業所を設置し，事業を開始していることの確認できる書類，又は，豊中

市内に事業所を設置しようとし，事業を開始しようとしていることを確認できる書類 

（ 5）その他市長が必要と認める書類 

２  利子補給の登録申込みは，第９条に規定する利子補給金交付対象期間内において１事

業者につき１融資のみとする。 

（登録の決定等） 

第５条 市長は，前条の規定により申込者から利子補給金登録の申込みを受けた時は，そ

の内容を審査し，要件を満たしている場合において，登録すべきものと認めたときは，

豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金登録決定通知書（第２号様式）によ

り，登録すべきでないと認めたときは豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給

金登録不決定通知書 (第３号様式 )により，申込者に通知するものとする。 

（登録決定の取消し） 

第６条 利子補給金の登録を受けた者が，次のいずれかに該当するときは，市長は，利子

補給金の登録を取り消すことができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき 

(2) 利子補給金に係る申込みに関し，虚偽又は不正の事実があるとき 

(3) 暴力団，暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるとき 

(4) その他市長が利子補給金の登録を取り消す必要があると認めるとき 

（登録内容の変更） 

第７条 申込者は，登録の内容に変更が生じたときは，速やかに豊中市・日本政策金融公

庫国民生活事業利子補給金登録内容変更届（第４号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

 



（登録抹消願） 

第８条 申込者は，登録の抹消を願い出る必要が生じた場合は，豊中市・日本政策金融公

庫国民生活事業利子補給金登録内容抹消願（第５号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

（利子補給金の交付対象期間） 

第９条 利子補給金の交付対象期間は，利子補給対象融資の融資実行日から起算して３年

を経過する日（融資実行日から３年を経過する日が当該融資の約定返済日後である場合

にあっては，最終約定返済日）までとする。 

（利子補給金の額） 

第１０条 利子補給金の額は，対象者が支払った利子補給対象融資に係る利子の額（その

額に１００円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額（償還の遅延による利子の額

を除く。以下同じ。））とし，利子補給対象融資の融資実行日現在における融資額（以下

「当初融資額」という。）の限度額は２００万円とする。ただし，利子補給対象融資の

貸付利率が１．０％を超える場合にあっては，１．０％を貸付利率で除した率を当該利

子に乗じた額とする。 

２  前項の規定にかかわらず，前項の当初融資額が２００万円を超える場合の前項の規定

による利子補給金の額は，２００万円を当初融資額で除したものを当該利子に乗じた額

とする。 

３  第１項の規定にかかわらず，第１項の当初融資額が２００万円を超え，かつ，利子補

給対象融資の貸付利率が１．０％を超える場合の利子補給金の額については，１．０％

を貸付利率で除した率に，２００万円を当初融資額で除したものを乗じ，かつ，それに

当該利子を乗じた額とする。 

４  利子補給金の額は，毎年１月１日から同年１２月３１日までの間において，株式会社

日本政策金融公庫に支払った利子をもとに算出するものとする。 

（交付の申込み） 

第１１条 申込者は，当該年の利子支払終了後，翌年１２月２８日までに次の各号に掲げ

る書類を市長に提出しなければならない。 

（ 1）豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金交付申込書兼請求書（第６号様式） 

（ 2）利子補給対象融資の利息支払証明書 

（ 3）その他市長が必要と認める書類 

 



２ 前項の規定による交付の申込みは，遡ってこれを行うことはできない。 

（交付の決定等及び交付） 

第１２条 市長は，前条の申込書兼請求書（第６号様式）等の提出があったときは，その

内容が前条までの規定に適合するか審査し，交付すべきものと認めたときは，当該申込

者に利子補助金を交付するものとする。 

２  市長は，前項の審査において，交付が不適当であると認めたときは，利子補給金の不

交付決定を行い，書面により当該申込者に通知するものとする。 

(決定の取消し) 

第１３条 市長は，利子補給金の交付の決定を受けた申込者が，次の各号のいずれかに該

当するときは，利子補給金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 利子補給金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱及び規則又はこ

れに基づく市長の処分に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な方法により利子補給金の交付の決定を受けたとき。 

(3） 暴力団，暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるとき｡ 

(4) その他市長が利子補給金の交付の決定を取り消す必要があると認めるとき。 

（利子補給金の返還） 

第１４条 市長は第６条又は前条の規定により利子補給金の登録又は交付の決定を取り消

した場合において，当該取り消しにかかる部分について既に利子補給金を交付している

ときは，期限を定めて，利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（加算金及び延滞金） 

第１５条 利子補給金の交付を受けた申込者は，第６条及び第１３条の規定による取消に

関し，前条に規定する利子補給金の返還を求められたときは，補助金規則第１４条の規定を

準用するものとする。ただし，市長が特別の理由があると認めた場合は，その限りではない。 

（事業の継承等に係る利子補給金の申込み） 

第１６条 相続，譲渡，合併，分割等により対象者の事業を継承した者であって，市長が

認めるものは，当該対象者に替わって利子補給の申込みを行うことができる。 

（協力） 

第１７条 市長は，第４条に基づき申込みをした者が暴力団，暴力団員又は暴力団密接関

係者に該当するかどうかに関して調査する必要が生じた場合は，大阪府警察に照会する

際に必要な情報について，当該申込みをした者に対して，協力を求めることができる。 

 



（その他） 

第１８条 この要綱の実施について必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附  則 

１  この要綱は，平成２３年４月１日から実施し，同日以後に利子補給対象融資を受ける

者に係る利子補給について適用する。 

２ この要綱は，平成２５年１０月１日から実施する。 

３ この要綱は，平成２６年４月１日から実施する。 

４  この要綱の改正前の規定に基づく様式は，当分の間，必要な修正を加えたうえで，こ

れを使用することができる。 

５ この要綱は，平成２７年１０月１日から実施する。 

６ この要綱は，平成２８年４月１日から実施する。 

７ この要綱の改正前の規定に基づく様式は，当分の間，これを使用することができる。 

８ この要綱は，平成２９年１月２６日から実施する。 

９ この要綱の改正前の規定に基づく様式は，当分の間，これを使用することができる。 

１０ この要綱は，平成２９年４月１日から実施する。平成２９年３月３１日以前に利子補

給対象融資（普通貸付又は新企業育成貸付）を借り受けた者については，なお従前の例

による。 

１１ この要綱は，平成３０年４月１日から実施する。平成２９年３月３１日以前に利子

補給対象融資（普通貸付又は新企業育成貸付）を借り受けた者については，なお従前

の例による。 

１２ この要綱は，平成３１年４月１日から実施する。 

１３ この要綱は，令和３年１月１日から実施する。 

１４ この要綱の改正前の規定に基づく様式は，当分の間，これを使用することができる。 

１５ この要綱は，令和４年４月１日から実施する。 

１６ この要綱は，令和５年４月１日から実施する。 

 

  



（第１号様式） 

 

豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金登録申込書 

年  月  日 

豊中市長 宛 
 

私は、豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金交付要綱第４条第１項
の規定に基づき、豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金制度の登録を
申し込むとともに、下記の事項について確認しました。 

 

事業所又は法人名                       

名      前                        

                                

 
記 

 ＜確認事項＞ 

・ 本登録申込書１及び２の事項等、当制度の運用に必要な事項について、日本政策金融公庫と情報共有すること

に関して同意すること 

・  私（当法人等）に関して、暴力団等であるか否かについて調査が必要な場合には、役員情報等、豊中

市が求める必要な情報又は資料を遅滞なく提出するなど、調査に協力すること  

・  私（当法人等）に関して暴力団等であるか否かについて、市長が警察署長へ情報照会を行うこと  

・ 私（当法人等）に関する市民税もしくは法人市民税の納税状況または課税状況を確認されることに関して同意す

ること 

・ 市民税（法人の場合は法人市民税）が支払われていない場合（個人事業主で非課税の場合またはＮＰＯ法人等で

免除の場合を除く）又は暴力団等に該当すると判明した場合は、利子補給金の交付が行われないことに関して同

意すること 

 

１．登録者情報 

市内事業所所在地 
〒 

豊中市 

法人名又は 

事業所名(商号・屋号) 

 

事業内容 

（業種等） 

 

住所 

法人の場合は代表者住所 
 

お名前 

法人の場合は代表者名 

フリガナ 

 

生年月日・性別      年    月    日  （ 男 ・ 女 ） 

連絡先電話番号  

２．利用融資内容 

利 用 融 資 

(下記の①～③から 

選んで下さい) 

貸付年月日 

(融資日) 
最終返済期日 

融資金額 

(千円) 

金利 

(％) 

①一般貸付（普通貸

付） 

②新企業育成貸付 

③企業活力強化貸付 

年 月 日 年 月 日   

お取引番号  



 

３．豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金振込先金融機関 
 
私に支払われる豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金について、下記預金口座

へ口座振込してください。 

記 

注) 預金の種類については、普通・当座のいずれかに○印を入れてください。 
注) フリガナは必ず記入してください。 

 

（請求者と振込口座名義人が異なる場合は，以下の欄にご記入ください） 

 

補給金の受領については，上記振込口座名義人に委任いたします。 

 

                     申込者名（署名）                  

 

 

 

 

【留意事項】 
 
※複数の融資を利用されていても、利子補給の対象は１件です。 
※上記の融資の借り換えや新たに融資を受けられ登録融資を変更する場合、速やかに届け出て
ください。届出がない場合、利子補給できない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊 中 市 使 用 欄 
利用融資内容に記載された事項について事実と相違ないことを確認した。 

確 認 日 確 認 者 

年    月     日 
日本政策金融公庫 担当者: 

豊 中 市         担当者: 

 

納税状況： 可（税確認・添付書類）・ 否  
No. 

確認者： 確認日： 

 
 
 

金 融 機 関 名 支 店 名 預金種類 口 座 番 号 

銀行 

信用金庫 

信用組合 
支店 普通・当座 

       

(フリガナ)  

口座名義 
 



（第２号様式） 

文書番号   

 

豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金 

登録決定通知書 

 

年  月  日 

 

  様 

 

豊中市長         ○印  

 

年 月 日付で申込みのあった豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金の

登録については、審査を行った結果、登録することを決定したので、豊中市・日本政策

金融公庫国民生活事業利子補給金交付要綱第５条の規定に基づき、通知します。 

 

 

記 

 

 

登録の条件   

豊中市補助金等交付規則または豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金交

付要綱の規定に反したときは、登録を取り消すことがある。 



（第３号様式） 

文書番号   

 

豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金 

登録不決定通知書 

 

  年  月  日 

 

  様 

 

豊中市長         ○印  

 

年 月 日付で申込みのあった豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金の

登録については、審査を行った結果、登録しないことを決定したので、豊中市・日本政

策金融公庫国民生活事業利子補給金交付要綱第５条の規定に基づき、通知します。 

 

 

記 

 

 

不決定の理由 

 
  



（第４号様式） 

豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金登録内容変更届 

年  月  日 
豊中市長 宛 
 

私は、豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金制度の登録事項について、下記のと

おりその内容に変更が生じましたので、豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金交付

要綱第７条の規定に基づき届けるとともに、下記の事項について、確認しました。 

 

事業所又は法人名                     

名      前                      
 
記 

 ＜確認事項＞ 

・本変更届１及び２の事項等、当制度の運用に必要な事項について、日本政策金融公庫と情報共有することに関

して同意すること 

・  私（当法人等）に関して、暴力団等であるか否かについて調査が必要な場合には、役員情報等、豊中

市が求める必要な情報又は資料を遅滞なく提出するなど、調査に協力すること  

・  私（当法人等）に関して暴力団等であるか否かについて、市長が警察署長へ情報照会を行うこと  

・私（当法人等）に関する市民税もしくは法人市民税の納税状況または課税状況を確認されることに関して同意す

ること 

・ 市民税（法人の場合は法人市民税）が支払われていない場合（個人事業主で非課税の場合またはＮＰＯ法人等で

免除の場合を除く）又は暴力団等に該当すると判明した場合は、利子補給金の交付が行われないことに関して同

意すること 

 ***** 変更部分のみご記入ください ***** 
１．登録者情報 

市内事業所所在地 
〒 

豊中市 

法人名又は 

事業所名(商号・屋号) 

 

事業内容 

（業種等） 
 

住所 

法人の場合は代表者の住所 
 

お名前 

法人の場合は代表者名 

フリガナ 

 

生年月日・性別      年    月    日  （ 男 ・ 女 ） 

連絡先電話番号  

２．利用融資内容 

利 用 融 資 

(下記の①～③から 

選んで下さい) 

貸付年月日 

(融資日) 
最終返済期日 

融資金額 

(千円) 

金利 

(％) 

①普通貸付 

②新企業育成貸付 

③企業活力強化貸付 

年 月 日 年 月 日   

お取引番号  

 



３．豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金振込先金融機関 

 私に支払われる豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金について、下記預金口座

へ口座振込してください。 

 

注) 預金の種類については、普通・当座のいずれかに○印を入れてください。 
注) フリガナは必ず記入してください。 
 

 

 

（請求者と振込口座名義人が異なる場合は，以下の欄にご記入ください） 

 

補給金の受領については，上記振込口座名義人に委任いたします。 

 

                         申込者名（署名）                   

 

金 融 機 関 名 支 店 名 預金種類 口 座 番 号 

銀行 

信用金庫 

信用組合 
支店 普通・当座 

       

(フリガナ)  

口座名義 
 



（第５号様式） 

 

豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金登録抹消願 

 

  年    月    日 

 [あて先] 

豊 中 市 長 

法人所在地又は 

          事業所所在地  豊中市                  

             

法人名又は事業所名                    

             

名  前                           

  

 

 

私は、このたび登録を抹消する必要が生じましたので、豊中市・日本政策金融

公庫国民生活事業利子補給金交付要綱第８条の規定に基づき、登録の抹消を願

い出ます。 



（第６号様式） 

豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金 

交付申込書兼請求書 
                             年   月   日 

[あて先] 

豊 中 市 長 

＜所在地＞ 

豊中市 

＜法人名又は事業所名＞ 

 

＜代表者名＞ 

 

＜電話番号＞ 

 

 

このたび、   年  月  日に借入れた日本政策金融公庫国民生活事業

（一般貸付（普通貸付）・新企業育成貸付・企業活力強化貸付）にかかる利子補

給金を豊中市・日本政策金融公庫国民生活事業利子補給金交付要綱第１１条第

１項の規定に基づき、下記のとおり申し込みます。 

また、同要綱第１２条第１項の規定に基づき、交付決定後は、交付決定額を登

録書に記述の口座へ振り込んでください。 

 

記 

 

金               円 

 

但し、支払利子に対する利子補給金 

 

   添付書類  □利息支払証明書  


